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パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
雇
用
創
出
計
画

一
六
九　
（
一
六
九
）

は
じ
め
に

　

小
論
は
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
政
末
期
に
相
次
い
で
成
立
し
た
三
つ

の
大
統
領
内
閣
の
う
ち
パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
政
権
が
策

定
し
た
雇
用
創
出
計
画
の
業
容
、
背
景
、
意
義
に
つ
い
て
考
察
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

雇
用
機
会
の
創
出
を
意
味
す
るA

rbeitsbeschaffung
（
雇
用

創
出
、
労
働
振
興
）
と
い
う
ド
イ
ツ
語
が
公
式
の
政
治
用
語
と
し

て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
〇
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン

商
業
大
臣
の
回
状
以
来
の
こ
と
だ
と
い
わ
れ
て
い
）
（
（
る
。
そ
の
後
、

雇
用
創
出
計
画
は
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
政
の
不
況
時
に
ラ
イ
ヒ
政
府

の
政
策
ベ
ー
ス
に
登
り
、
ナ
チ
ス
期
に
大
規
模
に
実
施
さ
れ
た
。

こ
の
経
験
を
踏
ま
え
て
ボ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
社
会
的
市
場
経

済
に
お
い
て
、
雇
用
創
出
政
策
は
高
度
雇
用
水
準
の
実
現
を
目
的

と
す
る
労
働
市
場
政
策
（A

rbeitsm
arktpolitik

）、
雇
用
・
景

気
政
策
（Beschäftigungs-und K

onjunkturpolitik

）
へ
と
発

展
す
）
（
（
る
。
ア
メ
リ
カ
で
い
え
ば
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
・
フ
ェ
ア
デ
イ

ー
ル
、
ケ
イ
ン
ズ
革
命
を
経
て
、
新
古
典
派
総
合
（neo-

classical synthesis

）
へ
と
向
か
う
政
策
潮
流
が
こ
れ
に
相
当

す
る
で
あ
ろ
）
（
（
う
。

　

ラ
イ
ヒ
（
国
）
雇
用
創
出
政
策
の
前
史
は
、
一
九
一
九
年
一
〇

月
二
七
日
公
布
の
失
業
扶
助
令
改
定
第
五
条
に
定
め
ら
れ
た
生
産

的
失
業
扶
助
（Produkutive Erw

elbslosenfürsorge

、
価
値

創
造
的
失
業
扶
助W

ertschaffende Erw
elbslosenfürsorge

と
も
い
う
）
か
ら
始
ま
）
（
（
る
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
は
人
的
労
働
力

を
機
械
力
に
優
先
さ
せ
る
緊
急
事
業
と
呼
ば
れ
る
公
共
土
木
事
業

が
主
で
、
就
業
は
公
設
の
職
業
紹
介
所
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
れ
ら
の
工
事
に
就
業
す
る
失
業
労
働
者
が
受
け
取
る
賃
銀
は
、

パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
雇
用
創
出
計
画

原　
　
　

信　

芳



史　
　
　

学　

第
八
一
巻　

第
一
・
二
号

一
七
〇　
（
一
七
〇
）

失
業
扶
助
額
を
超
え
な
い
程
度
に
抑
え
ら
れ
）
（
（
た
。

　

し
た
が
っ
て
生
産
的
（
価
値
創
造
的
）
失
業
扶
助
は
、
失
業
者

に
対
す
る
事
後
的
な
生
活
給
付
に
と
ど
ま
ら
ず
、
失
業
扶
助
と
労

働
市
場
と
を
連
関
さ
せ
る
方
向
性
を
有
し
て
は
い
た
が
、「
価
値

創
造
的
失
業
扶
助
の
目
的
は
、
経
済
に
対
す
る
一
般
的
梃
入
れ
や

活
性
化
で
は
な
く
、
長
期
失
業
者
に
労
働
の
機
会
を
付
与
す
る
こ

と
で
す
」（
プ
ロ
イ
セ
ン
首
相
か
ら
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
首
相
宛
一

九
三
一
年
六
月
一
八
日
附
書
簡
）
と
い
う
言
葉
が
示
唆
す
る
よ
う

に
、
そ
の
本
質
は
経
済
政
策
で
は
な
く
、
失
業
と
い
う
社
会
問
題

に
対
応
す
る
公
共
政
策
、
す
な
わ
ち
社
会
政
策
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
）
（
（
う
。

　

景
気
振
興
が
期
待
さ
れ
つ
つ
、
雇
用
創
出
手
形
を
用
い
て
中
央

銀
行
信
用
創
造
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
雇
用
創
出
政
策
は
、
ワ
イ

マ
ー
ル
共
和
政
末
期
の
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
、
パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ

イ
ヒ
ャ
ー
大
統
領
内
閣
に
到
っ
て
策
興
・
策
定
さ
れ
る
。
研
究
史

を
通
観
す
る
と
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
権
の
雇
用
創
出
計
画
に
つ

い
て
は
厳
し
い
評
価
で
諸
家
の
見
解
が
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
は
均
衡
財
政
に
従
っ
て
、
失
業
保
険
料

の
値
上
げ
と
失
業
手
当
の
削
減
を
お
こ
な
い
、
支
給
期
間
を
短
縮

し
た
。
他
方
彼
は
雇
用
創
出
計
画
に
景
気
振
興
効
果
を
認
め
ず
消

極
的
で
あ
り
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
る
国
家
信
用
の
創

造
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
と
い
）
（
（
う
。

　

ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
府
の
デ
フ
レ
政
策
と
雇
用
創
出
に
対
す
る

取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
す
で
に
論
じ
た
の
）
（
（
で
小
論

で
は
言
及
し
な
い
が
、
彼
の
内
閣
は
均
衡
予
算
の
枠
内
で
、
一
億

三
五
〇
〇
万
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
（
Ｒ
Ｍ
）
と
い
う
小
規
模
な
雇
用

創
出
計
画
を
閣
議
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
退
陣
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

同
内
閣
は
雇
用
創
出
計
画
を
横
議
立
案
し
策
定
し
た
が
、
実
施
は

し
て
い
な
い
。
ワ
イ
マ
ー
ル
・
ド
イ
ツ
の
雇
用
創
出
事
業
は
、
ブ

リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
府
が
決
定
し
た
も
の
を
含
め
て
パ
ー
ペ
ン
内
閣

よ
り
始
ま
る
。
一
九
三
〇
年
七
月
に
大
統
領
命
令
に
よ
っ
て
創
設

さ
れ
た
ド
イ
ツ
公
共
事
業
会
社
（D

eutsche Gesellschaft für 
Ö

ffentliche A
rbeiten A

G

）
の
融
資
額
が
、
増
加
す
る
の
も
こ

の
政
権
か
ら
で
あ
）
（
（
る
。

　

パ
ー
ペ
ン
内
閣
の
雇
用
創
出
計
画
は
研
究
史
上
評
価
が
割
れ
て

い
る
。
彼
は
雇
用
創
出
計
画
が
も
つ
政
策
上
の
意
味
を
理
解
で
き

て
い
な
か
っ
た
し
、
パ
ー
ペ
ン
計
画
は
失
業
対
策
と
し
て
反
労
働

的
で
非
効
果
的
だ
っ
た
と
す
る
説
が
あ
）
（（
（
る
。
し
か
し
逆
に
財
政
金

融
政
策
に
よ
る
不
況
克
服
策
の
魁
と
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
経
済

政
策
史
上
に
有
す
る
革
新
性
に
注
目
す
る
見
解
も
存
在
す
）
（（
（
る
。
そ

の
中
間
に
計
画
の
内
容
に
景
気
政
策
、
社
会
政
策
、
農
業
政
策
、

外
交
政
策
と
い
う
多
様
な
性
質
を
見
出
す
研
究
が
位
置
す
）
（（
（
る
。　



パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
雇
用
創
出
計
画

一
七
一　
（
一
七
一
）

　

パ
ー
ペ
ン
失
脚
後
に
誕
生
し
た
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
雇
用

創
出
計
画
は
、
首
相
の
在
任
期
間
が
余
り
に
短
か
っ
た
た
め
研
究

者
の
関
心
は
前
二
政
権
に
比
べ
れ
ば
低
い
。
と
は
い
え
私
企
業
に

よ
る
雇
用
振
興
（“private Initiative ”

）、
つ
ま
り
間
接
的
雇
用

創
出
政
策
を
重
視
し
た
パ
ー
ペ
ン
に
対
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー

が
農
業
移
住
や
公
共
事
業
・
公
共
発
注
な
ど
直
接
的
な
雇
用
創
出

措
置
に
よ
り
失
業
問
題
に
即
応
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
管
轄
を
異

に
す
る
多
種
の
雇
用
創
出
事
業
を
一
括
所
管
す
る
主
務
ラ
イ
ヒ
委

員
を
設
置
し
た
こ
と
は
、
諸
家
の
間
で
一
定
の
評
価
を
受
け
て

い
）
（（
（
る
。

　

以
下
、
諸
史
料
に
従
い
こ
れ
ら
先
行
す
る
諸
研
究
の
妥
当
性
を

再
検
討
し
て
、
ナ
チ
ス
政
権
が
推
進
し
た
雇
用
創
出
計
画
と
の
関

連
を
考
え
な
が
ら
、
研
究
史
の
上
に
い
さ
さ
か
の
私
見
を
追
加
し

た
い
。
な
お
今
日
の
ド
イ
ツ
で
は
雇
用
創
出
は
能
動
的
労
働
市
場

政
策
に
、
失
業
給
付
（A

rbeitslosengeld, A
rbeitslosenhil-

fe

）
は
受
動
的
労
働
市
場
政
策
に
分
類
さ
れ
る
）
（（
（
が
、
両
大
戦
間
期

に
そ
の
よ
う
な
概
念
は
な
い
。
雇
用
を
創
る
た
め
に
す
る
諸
事
業

の
実
施
は
、
複
数
の
政
策
領
域
に
重
層
し
て
く
る
し
、
完
全
雇
用

も
ま
た
多
く
の
政
策
措
置
を
動
員
し
て
達
成
さ
れ
る
。
雇
用
創
出

措
置
、
完
全
雇
用
政
策
は
複
合
諸
政
策
で
あ
り
、
こ
のcom

plex

の
中
に
は
租
税
や
歳
出
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
経
済
・
財
政
政
策

（econom
ic and fisical policy

）、
貨
幣
供
給
や
利
子
率
の
変
更

な
ど
の
金
融
政
策
（m

onetary m
easure

）
の
他
に
、
社
会
政

策
的
措
置
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
）
（（
（
る
。
財
政
金
融
は
マ
ク
ロ
、

産
業
は
ミ
ク
ロ
と
考
え
れ
ば
、
雇
用
創
出
は
巨
視
的
と
微
視
的
の

交
差
点
政
策
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
完
全
雇
用
政
策
・
雇
用
創
出

政
策
は
、
労
働
市
場
政
策
の
一
部
で
あ
る
が
そ
れ
を
越
え
て
い
る
。

（
Ⅰ
）　

パ
ー
ペ
ン
計
画

　

パ
ー
ペ
ン
内
閣
の
経
済
再
建
政
策
は
農
業
移
住
、
自
発
的
労
働

奉
仕
、
雇
用
創
出
、
行
政
改
革
の
四
点
に
比
重
が
置
か
れ
、
前
三

者
は
一
体
化
し
て
理
解
さ
れ
た
。
雇
用
創
出
事
業
に
要
す
る
資
金

は
、
前
内
閣
で
見
送
ら
れ
た
割
増
金
付
公
債
（Präm

ienanlei-
he

）
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
、
そ
の
資
金
圧
力
を
減
少
さ
せ
る
た

め
に
賃
銀
の
廉
価
な
労
働
奉
仕
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
検
討
さ

れ
）
（（
（
た
。
農
業
移
住
は
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
府
の
よ
う
な
「
農
業
ボ

リ
シ
ェ
ヴ
ィ
）
（（
（
キ
」（
前
内
閣
の
東
部
植
民
を
ユ
ン
カ
ー
は
そ
の
よ

う
に
非
難
し
た
）
と
い
う
観
点
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、

秩
序
だ
っ
た
管
理
の
も
と
で
失
業
者
を
吸
収
す
る
た
め
に
実
施
さ

れ
る
。
こ
こ
で
い
う
秩
序
だ
っ
た
管
理
と
は
、
東
エ
ル
ベ
の
農
業

経
営
者
を
援
助
す
る
東
部
救
済
政
策
を
妨
げ
ず
、
農
業
移
住
は
労

働
省
で
は
な
く
東
部
救
済
ラ
イ
ヒ
委
員
の
所
管
に
符
す
る
と
い
う



史　
　
　

学　

第
八
一
巻　

第
一
・
二
号

一
七
二　
（
一
七
二
）

意
味
で
あ
）
（（
（
る
。
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
内
閣
か
ら
持
ち
越
さ
れ
た
東
部

救
済
と
内
地
植
民
と
の
整
合
性
、
お
よ
び
移
住
所
轄
を
め
ぐ
る
ラ

イ
ヒ
委
員
と
ラ
イ
ヒ
労
働
省
と
の
職
務
権
限
競
合
は
、
パ
ー
ペ
ン

内
閣
に
至
り
親
ユ
ン
カ
ー
的
に
決
着
し
た
。

　

工
業
界
は
一
年
間
に
工
業
製
品
の
輸
出
減
退
が
あ
ら
た
に
一
〇

〇
万
人
の
失
業
を
生
ん
だ
と
し
て
、
雇
用
創
出
措
置
と
資
本
形
成

促
進
を
経
済
政
策
の
最
重
点
項
目
に
す
る
よ
う
首
相
に
要
請
し
）
（（
（
た
。

こ
れ
が
租
税
証
券
を
用
い
た
企
業
減
税
に
よ
る
景
気
振
興
策
に
つ

な
が
り
、
さ
ら
に
労
働
・
運
輸
・
農
林
・
内
務
の
ラ
イ
ヒ
各
省
は

そ
れ
ぞ
れ
政
府
調
達
に
よ
る
直
接
的
雇
用
創
出
計
画
の
検
討
に
は

い
っ
）
（（
（
た
。
グ
リ
ー
ザ
ー
労
働
省
官
房
長
が
残
し
た
覚
書
に
よ
れ
ば
、

労
働
大
臣
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
（H

ugo Schäffer
）
が
そ
れ
ら
の
諸

計
画
を
ま
と
）
（（
（
め
、
七
月
二
一
日
の
閣
僚
協
議
会
で
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ

ン
グ
内
閣
末
期
に
決
定
し
た
一
億
三
五
〇
〇
万
Ｒ
Ｍ
に
三
億
一
八

〇
〇
万
Ｒ
Ｍ
追
加
し
、
総
額
四
億
五
三
〇
〇
万
Ｒ
Ｍ
の
雇
用
創
出

計
画
と
し
て
発
議
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
財
務
大
臣
ク
ロ
ズ
ィ
ク
（Schw

erin von 
K

rosigk

）
は
所
得
を
移
転
さ
せ
る
だ
け
の
雇
用
創
出
で
は
な
く
、

景
気
上
昇
に
結
び
つ
く
よ
う
な
失
業
対
策
を
良
し
と
し
た
上
で
、

利
付
長
期
債
券
と
な
る
財
務
省
証
券
の
発
行
に
よ
る
資
金
調
達
は

受
手
に
難
が
あ
り
、
雇
用
創
出
費
は
ラ
イ
ヒ
財
政
予
備
費
四
億
二

〇
〇
〇
万
Ｒ
Ｍ
の
な
か
か
ら
一
億
Ｒ
Ｍ
、
ラ
イ
ヒ
鉄
道
の
優
先
株

売
却
で
一
億
Ｒ
Ｍ
、
合
わ
せ
て
二
億
Ｒ
Ｍ
が
限
度
で
あ
る
と
し
た
。

こ
れ
が
七
月
二
一
日
の
閣
僚
協
議
会
で
容
れ
ら
れ
て
以
下
の
直
接

的
雇
用
創
出
措
置
が
策
定
さ
れ
た
。
①
農
業
移
住
五
〇
〇
〇
万
Ｒ

Ｍ
②
灌
漑
土
地
改
良
五
〇
〇
〇
万
Ｒ
Ｍ
③
リ
ュ
ー
ゲ
ン
島
の
堤
防

工
事
二
〇
〇
〇
万
Ｒ
Ｍ
④
船
舶
解
体
六
〇
〇
〇
万
Ｒ
Ｍ
⑤
ラ
イ
ヒ

鉄
道
と
道
路
建
設
の
追
加
雇
用
二
〇
〇
〇
万
Ｒ
Ｍ
。
支
出
規
模
で

財
務
省
、
直
接
雇
用
創
出
で
労
働
省
の
主
張
が
採
用
さ
れ
た
結
果

で
あ
）
（（
（
る
。
こ
れ
に
前
内
閣
で
決
定
さ
れ
た
一
億
三
五
〇
〇
万
Ｒ
Ｍ

を
加
え
た
雇
用
創
出
措
置
と
、
次
に
述
べ
る
租
税
証
券
政
策
を
合

わ
せ
て
パ
ー
ペ
ン
計
画
（Papen Program

m

）
と
い
う
。

　

大
島
氏
は
、
ク
ロ
ズ
ィ
ク
は
「
恐
慌
克
服
の
基
本
的
要
因
は
経

済
活
動
自
体
の
な
か
に
上
昇
運
動
が
お
こ
る
こ
と
に
あ
り
、
雇
用

創
出
政
策
は
そ
の
た
め
の
補
助
手
段
に
過
ぎ
ず
、
前
者
が
欠
如
し

て
い
る
場
合
は
後
者
は
無
益
で
す
ら
あ
る
」
と
い
う
見
解
だ
っ
た

と
述
べ
て
い
る
）
（（
（
が
、
彼
は
雇
用
創
出
を
投
資
減
税
の
よ
う
な
間
接

的
な
措
置
を
軸
に
考
え
て
い
た
の
で
、
た
だ
ち
に
政
府
資
金
が
必

要
と
な
る
公
共
事
業
に
よ
る
直
接
的
雇
用
創
出
に
は
消
極
的
だ
っ

た
。
し
か
し
雇
用
創
出
政
策
そ
れ
自
体
に
冷
淡
だ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。

　

七
月
二
八
日
の
閣
僚
協
議
会
で
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
雇
用
創
出
事
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三
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業
に
対
す
る
歳
出
措
置
を
要
請
し
た
の
に
対
し
て
、
ク
ロ
ズ
ィ
ク

は
一
五
カ
月
期
限
の
商
業
手
形
で
事
業
資
金
を
調
達
す
る
と
い
う

代
案
を
示
し
）
（（
（
た
。
財
務
大
臣
の
反
応
に
つ
い
て
大
島
氏
は
「
彼
の

意
図
は
直
接
的
雇
用
創
出
政
策
の
実
施
を
可
能
な
限
り
遷
延
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
す
）
（（
（
る
。
ク
ロ
ズ
ィ
ク
は
公

共
事
業
に
よ
る
直
接
的
な
失
業
者
吸
収
に
景
気
振
興
策
と
し
て
は

疑
問
を
も
っ
て
い
た
の
だ
が
、
可
能
な
限
り
遅
ら
せ
た
か
っ
た
と

い
う
ほ
ど
、
彼
の
態
度
は
雇
用
創
出
事
業
の
着
手
に
否
定
的
だ
っ

た
と
断
じ
て
よ
い
も
の
か
、
根
拠
が
薄
い
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
氏
は
「
こ
の
時
期
に
は
、
雇
用
創
出
政
策
は
積
極
的
展

開
を
見
る
に
到
ら
ず
、
ま
た
政
権
の
側
に
も
そ
の
た
め
の
主
体
的

条
件
は
欠
如
し
て
い
た
」
と
い
）
（（
（
う
。
論
旨
か
ら
主
体
的
条
件
の
欠

如
は
、
計
画
に
付
随
す
る
事
業
資
金
調
達
の
困
難
を
さ
す
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
府
は
経
費

捻
出
の
た
め
に
こ
の
よ
う
に
知
恵
を
絞
り
、
雇
用
創
出
に
取
り
組

む
姿
勢
を
示
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

九
月
の
大
統
領
命
令
公
布
に
先
立
ち
、
八
月
二
六
日
の
閣
僚
協

議
会
で
政
府
の
雇
用
創
出
計
画
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
新
規

の
雇
入
れ
を
お
こ
な
っ
た
企
業
に
は
、
雇
用
一
人
当
た
り
に
つ
き

四
〇
〇
Ｒ
Ｍ
の
有
価
証
券
を
ラ
イ
ヒ
に
よ
っ
て
支
給
す
る
と
い
う

提
案
が
、
ヴ
ァ
ル
ム
ボ
ル
ト
経
済
相
（H

erm
ann W

arm
-

bold

）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
こ
の
支
給
額
が
賃
銀
の
三
分
の
一

と
み
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
が
協
定
賃
銀
率
の
切
下
げ
と
い
う

工
業
界
の
要
請
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

ヴ
ァ
ル
ム
ボ
ル
ト
案
は
一
年
間
で
一
八
億
か
ら
二
〇
億
Ｒ
Ｍ
の

企
業
減
税
を
お
こ
な
い
、
上
述
の
雇
用
主
は
こ
の
減
税
分
を
債
務

証
券
の
交
付
と
い
う
形
で
受
け
取
り
、
同
時
に
協
定
賃
銀
は
流
動

化
さ
れ
、
新
規
に
労
働
者
を
雇
用
し
た
経
営
者
は
こ
の
証
券
を
中

長
期
の
資
金
調
達
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
、
政
府
は
債

務
証
券
交
付
の
財
源
と
し
て
強
制
公
債
を
発
行
す
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
労
相
は
強
制
公
債
の
発
行
と
抱
き

合
わ
せ
で
協
定
賃
銀
の
流
動
化
に
賛
成
し
た
が
、
ク
ロ
ズ
ィ
ク
財

務
相
は
景
気
の
刺
激
に
逆
行
す
る
と
し
て
強
制
公
債
に
反
対
し
た
。

閣
議
は
い
っ
た
ん
中
断
し
て
夕
刻
に
再
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

そ
の
間
に
諸
閣
僚
は
経
済
相
案
の
検
討
に
か
か
っ
）
（（
（
た
。

　

同
日
夕
方
に
再
開
さ
れ
た
閣
僚
協
議
会
で
は
、
雇
用
創
出
費
用

の
調
達
方
法
に
つ
い
て
ク
ロ
ズ
ィ
ク
と
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
（
中
央

銀
行
）
総
裁
ル
タ
ー
（H

ans Luther

）
が
強
制
公
債
、
債
務
証

券
に
反
対
し
、
ル
タ
ー
は
代
わ
り
に
租
税
証
券
（Steueranrech-

nungsschein

、Steuergutschein

）
を
提
案
し
た
。
首
相
は
強

制
公
債
案
に
こ
だ
わ
っ
た
が
、
財
務
大
臣
の
み
な
ら
ず
労
働
大
臣

が
租
税
証
券
に
賛
成
す
る
に
及
ん
で
、
内
閣
の
大
勢
は
定
ま
り
経
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済
大
臣
も
こ
れ
に
同
意
し
）
（（
（
た
。
こ
う
し
て
、
租
税
証
券
の
交
付
と
、

一
年
の
期
限
付
で
は
あ
る
が
賃
銀
協
定
の
棚
上
げ
が
決
ま
っ
た
。

　

租
税
証
券
と
は
一
九
三
二
年
一
〇
月
一
日
か
ら
三
三
年
九
月
三

〇
日
ま
で
に
売
上
税
、
営
業
税
、
固
定
資
産
税
、
運
送
税
を
納
め

た
業
者
に
交
付
さ
れ
る
有
価
証
券
で
あ
り
、
発
行
額
は
売
上
税
で

は
納
入
額
の
半
分
、
営
業
税
で
は
納
入
額
の
五
分
ノ
二
、
固
定
資

産
税
で
は
納
入
額
の
四
分
ノ
一
、
運
送
税
で
は
納
入
額
の
全
額
、

計
一
四
億
七
〇
〇
〇
万
Ｒ
Ｍ
の
発
行
が
見
込
ま
れ
た
。
ま
た
三
二

年
一
〇
月
一
日
か
ら
三
三
年
九
月
三
〇
日
ま
で
に
、
そ
の
一
年
前

（
三
一
年
一
〇
月
一
日
か
ら
三
二
年
九
月
三
〇
日
ま
で
）
よ
り
も

多
く
の
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
企
業
に
は
、
新
規
被
用
者
一
人
に

つ
き
四
〇
〇
Ｒ
Ｍ
の
租
税
証
券
が
交
付
さ
れ
る
。
こ
の
総
額
は
七

億
Ｒ
Ｍ
に
達
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。

　

租
税
証
券
は
額
面
の
五
分
ノ
一
づ
つ
、
一
九
三
四
年
四
月
一
日

以
降
三
九
年
三
月
三
一
日
ま
で
、
毎
年
所
得
税
を
除
く
全
て
の
納

税
に
充
当
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
四
％
の
利
子
が
生

じ
る
。
仮
に
一
万
Ｒ
Ｍ
の
租
税
証
券
を
交
付
さ
れ
た
業
者
は
、
当

該
期
間
に
年
二
〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
の
減
税
を
受
け
、
さ
ら
に
こ
の
租
税

証
券
が
初
年
度
に
は
四
〇
〇
Ｒ
Ｍ
の
利
子
を
生
む
こ
と
に
な
）
（（
（
る
。

　

租
税
証
券
は
証
券
優
遇
税
制
で
も
設
備
投
資
減
税
で
も
な
い
が
、

五
年
間
の
雇
用
奨
励
付
企
業
減
税
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
あ
い
だ
に

間
接
的
に
投
資
が
刺
激
さ
れ
、
新
た
な
雇
用
が
生
ま
れ
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
経
済
相
案
の
強
制
公
債
は
債
務
証
券

交
付
、
協
定
賃
銀
削
減
と
相
接
し
て
企
業
家
に
も
負
担
を
求
め
る

も
の
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ペ
ン
は
こ
の
強
制
公
債
の
放
棄
に
よ
っ
て
、

政
府
の
雇
用
創
出
政
策
が
企
業
家
に
だ
け
負
担
減
と
な
り
「
社
会

的
衡
平
」（“der Soziale A

usgleich ”

）
を
欠
く
こ
と
を
懸
念
し

た
が
、
他
に
衡
平
措
置
が
必
要
と
な
る
と
い
う
見
解
を
付
言
し
て

閣
僚
協
議
会
の
結
論
に
従
っ
）
（（
（
た
。

　

同
証
券
は
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
再
割
引
適
格
手
形
で
は
な
か
っ
た

か
ら
、
の
ち
に
登
場
す
る
雇
用
創
出
手
形
や
メ
フ
ォ
ー
手
形
と
は

異
な
る
が
、
四
分
利
付
の
有
価
証
券
で
あ
り
短
・
長
期
の
金
融
市

場
（
貨
幣
・
資
本
市
場
）
で
資
金
調
達
す
る
た
め
の
担
保
適
格
で

あ
っ
た
か
ら
、
中
央
銀
行
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い

え
、
ラ
イ
ヒ
に
よ
る
信
用
拡
張
の
端
緒
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
新
規

雇
用
に
際
し
て
協
定
賃
銀
を
下
回
る
こ
と
が
、
閣
僚
協
議
会
後
に

大
統
領
緊
急
命
令
で
認
め
ら
れ
る
（
後
述
）。
租
税
証
券
は
企
業

の
利
潤
を
考
え
た
政
策
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
一
方
的
に
反
労
働
的
と
も
い
え
な
い
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
雇
用
プ
レ
ミ
ア
ム
付
で
資
本
調
達
に
利
用
で
き
、

将
来
の
減
税
と
も
な
る
租
税
証
券
は
、
優
良
な
譲
渡
性
証
拠
証
券

と
し
て
資
本
形
成
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
労
働
力
需
要
の
拡
大
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を
も
た
ら
し
得
る
財
政
金
融
措
置
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は

税
体
系
の
基
本
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
雇
用
創
出

と
い
う
特
定
の
政
策
目
的
に
絞
っ
て
実
施
さ
れ
る
た
め
、
今
日
で

い
う
政
策
減
税
に
相
当
す
る
。
そ
の
効
果
は
一
九
三
二
年
に
は
現

れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
租
税
証
券
は
間
接
的
雇
用
創
出
措
置
で

あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
即
効
的
な
雇
用
増
加
は
期
待
で
き
な
い
。

　

八
月
二
六
日
の
閣
僚
協
議
会
に
関
し
て
大
島
氏
は
「
彼
ら
の
政

策
論
は
所
謂
経
済
的
自
由
主
義
に
お
い
て
一
致
し
て
い
た
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
経
済
恢
復
の
契
機
は
、
雇
用
創
出
と
い
う
人
為

的
な
政
策
の
実
施
で
は
な
く
、
費
用
と
負
担
の
低
下
に
よ
る
生
産

の
拡
大
に
求
め
ら
れ
、
こ
れ
を
起
動
さ
せ
る
た
め
の
政
策
と
し
て

減
税
と
雇
用
増
加
奨
励
策
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
）
（（
（
る
」
と
い
う
。
経

済
的
自
由
主
義
が
古
典
的
自
由
経
済
を
意
味
す
る
な
ら
ば
氏
の
言

は
当
た
ら
な
い
。

　

パ
ー
ペ
ン
内
閣
は
不
況
脱
出
と
雇
用
増
大
の
た
め
に
市
場
に
干

渉
し
よ
う
と
し
た
。
問
題
は
そ
の
程
度
で
あ
る
。
貨
幣
数
量
説
が

経
済
学
の
正
統
と
さ
れ
た
時
代
に
、
ド
イ
ツ
に
比
べ
れ
ば
政
治
的

経
済
的
条
件
が
ま
だ
恵
ま
れ
て
い
た
英
米
の
指
導
的
政
治
家
さ
え
、

未
だ
躊
躇
し
て
い
る
よ
う
）
（（
（
な
大
幅
な
介
入
政
策
を
、
彼
ら
に
期
待

す
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
酷
で
あ
る
。
財
政
的
手
段
を
も
っ
て
す
る

流
動
性
の
供
給
が
、
強
い
制
約
を
受
け
て
い
る
状
況
の
も
と
で
、

経
済
回
復
の
契
機
を
私
企
業
の
費
用
と
負
担
の
低
下
に
よ
る
生
産

の
拡
大
に
求
め
、
こ
れ
を
起
動
さ
せ
る
た
め
に
減
税
と
雇
用
増
加

奨
励
を
お
こ
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
私
は
こ
の
内
閣
は
（
間
接
的
）

雇
用
創
出
計
画
の
実
現
に
熱
意
を
も
っ
て
い
た
と
評
価
し
て
よ
い

と
考
え
る
。

（
Ⅱ
）　

租
税
証
券
の
発
行

　

こ
の
日
の
閣
僚
協
議
会
を
受
け
て
九
月
四
日
と
五
日
に
大
統
領

緊
急
命
令
が
公
布
さ
れ
た
。
経
済
再
建
ノ
タ
メ
ノ
大
統
領
命
令
と

雇
用
機
会
ノ
増
加
ト
維
持
ノ
タ
メ
ノ
命
令
が
そ
れ
で
あ
り
、
前
者

に
お
い
て
租
税
証
券
政
策
が
発
令
さ
れ
、
後
者
に
お
い
て
雇
用
機

会
の
増
加
に
貢
献
し
た
雇
用
主
に
は
、
労
働
協
約
の
変
更
な
し
に

協
定
賃
銀
の
引
下
げ
が
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
一
九
三
二
年
八

月
一
五
日
現
在
ま
た
は
同
年
六
─
八
月
平
均
の
被
用
者
に
比
較
し

て
よ
り
多
く
の
労
働
者
を
雇
用
し
た
企
業
は
、
同
年
九
月
一
五
日

以
降
雇
用
機
会
提
供
増
加
分
五
％
・
一
〇
％
・
一
五
％ 

・
二
〇

％
・
五
〇
％
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
％
・
二
〇
％
・
三
〇

％
・
四
〇
％
・
五
〇
％
ま
で
賃
銀
を
階
梯
的
に
引
き
下
げ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
労
働
大
臣
は
同
令
を
実
施
す
る

た
め
の
ラ
イ
ヒ
省
令
を
発
令
す
る
権
限
を
認
め
ら
れ
）
（（
（
た
。

　

五
日
の
命
令
が
公
布
さ
れ
た
日
、
首
相
、
財
務
相
、
経
済
相
、



史　
　
　

学　

第
八
一
巻　

第
一
・
二
号

一
七
六　
（
一
七
六
）

労
相
と
、
ド
イ
ツ
地
方
自
治
体
協
議
会
議
長
（D

er Präsident 
des deutschen Landgem

eindetages
）
ゲ
ー
レ
ケ
（Günter 

Gereke

）
の
会
談
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
席
上
、
ゲ
ー
レ
ケ
は
租

税
証
券
に
か
わ
っ
て
中
央
銀
行
信
用
創
造
に
よ
り
資
金
を
調
達
し

て
、（
直
接
的
）
雇
用
創
出
の
た
め
の
公
共
事
業
を
お
こ
す
こ
と

を
提
案
し
た
。
彼
は
こ
の
計
画
に
は
ナ
チ
ス
党
も
労
働
組
合
も
賛

成
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
を
述
べ
た
が
、
諸
大
臣
と
も
不
同

意
で
あ
っ
）
（（
（
た
。
し
か
し
失
業
保
険
を
受
給
満
了
し
て
再
就
業
で
き

な
い
失
業
者
は
緊
急
給
付
を
受
け
、
さ
ら
に
緊
急
給
付
を
受
給
満

了
し
て
も
再
就
業
で
き
な
い
失
業
者
は
福
祉
的
扶
助
受
給
者
と
な

っ
た
た
め
に
、
彼
の
い
う
よ
う
に
、
地
方
自
治
体
が
負
担
す
る
福

祉
的
失
業
給
付
の
受
給
者
は
、
長
引
く
不
況
の
な
か
で
増
加
の
一

途
を
た
ど
り
（
表
１
）
市
町
村
財
政
を
圧
迫
し
、
政
府
も
ゲ
ー
レ

ケ
の
提
言
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

彼
の
建
策
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
て
一
一
月
は
じ
め
、
閣
僚
協

議
会
に
お
い
て
総
額
六
億
Ｒ
Ｍ
の
地
域
的
雇
用
創
出
措
置
が
策
定

さ
れ
た
。
ク
ロ
ズ
ィ
ク
財
務
相
に
よ
れ
ば
、
そ
の
財
源
に
つ
い
て

は
①
租
税
証
券
を
処
分
し
て
二
億
Ｒ
Ｍ
、
②
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
に

よ
る
手
形
金
融
で
二
億
Ｒ
Ｍ
、
③
市
町
村
に
よ
っ
て
二
億
Ｒ
Ｍ
が

調
達
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
業
に
は
、
地
方
自
治
体
に
配
慮
し

て
、
福
祉
的
失
業
扶
助
受
給
者
四
〇
万
人
が
雇
用
さ
れ
る
計
画
で

あ
っ
）
（（
（
た
。
②
の
調
達
方
式
が
公
共
事
業
会
社
な
ど
を
手
形
引
受
機

月
（

（
（

（
（

（
（

（
（

（0
（（

（（

失
業

率
(%

)
（（.（
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パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
雇
用
創
出
計
画

一
七
七　
（
一
七
七
）

関
と
す
る
事
前
金
融
（V

orfinanzierung

立
替
金
融
）
で
あ
っ

て
、
ナ
チ
ス
政
権
に
よ
り
雇
用
創
出
の
み
な
ら
ず
再
軍
備
に
も
利

用
さ
れ
）
（（
（
る
。

　

労
働
大
臣
は
一
一
月
に
な
っ
て
も
雇
用
創
出
効
果
が
上
が
っ
て

い
な
い
と
み
て
い
た
が
、
ゲ
ー
レ
ケ
の
主
張
す
る
中
央
銀
行
与
信

に
よ
る
政
府
調
達
案
は
、
一
一
月
一
八
日
、
二
五
日
の
閣
僚
協
議

会
で
、
現
行
金
融
シ
ス
テ
ム
の
根
本
的
変
化
を
意
味
す
る
こ
と
を

理
由
に
、
主
に
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
の
反
対
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
）
（（
（
た
。

景
気
振
興
の
た
め
の
資
金
調
達
は
依
然
と
し
て
困
難
と
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
、
政
府
は
雇
用
創
出
政
策
の
再
構
築
を
は
か
ろ
う
と

す
る
）
（（
（
が
、
内
閣
に
残
さ
れ
た
時
間
は
も
う
な
か
っ
た
。
パ
ー
ペ
ン

計
画
の
う
ち
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
内
閣
策
定
分
は
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
の

一
九
三
三
─
三
四
年
に
第
一
次
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
計
画
の
一
部
と
し

て
、
そ
れ
以
外
の
事
業
も
こ
の
期
間
に
ラ
イ
ヒ
公
共
事
業
と
し
て

ほ
ぼ
原
案
通
り
実
施
さ
れ
）
（（
（
た
。
ま
た
表
（
２
）
に
示
し
た
よ
う
に

租
税
証
券
も
三
三
─
三
四
年
で
予
定
額
の
一
四
億
七
〇
〇
〇
万
Ｒ

Ｍ
を
発
行
し
了
え
た
。

　

パ
ー
ペ
ン
計
画
に
示
さ
れ
た
新
経
済
政
策
に
つ
い
て
グ
ロ
ー
ト

コ
ッ
プ
、
ク
ロ
ー
ル
、
ヴ
ォ
ル
フ
ゾ
ー
ン
が
こ
れ
を
、
ケ
イ
ン
ズ

が
提
唱
し
た
マ
ク
ロ
経
済
学
に
基
づ
く
裁
量
主
義
的
拡
張
財
政
の

魁
と
み
な
）
（（
（
す
の
に
対
し
て
、
栗
原
氏
は
そ
れ
ら
の
評
価
を
「
経
済

年 / 月 （（（（ 年 （（（（  （（（（  （（（（

 （ 月
 （ 　
 （ 　
 （ 　
 （ 　
 （ 　
 （ 　
 （ 　
 （ 　
（0　
（（　
（（　

（.（
（（.（

（（（.（

（（（.（
（（（.（
（（（.（
（（（.（
（（（.（
（（（.（
（（（.（
（（（.（
（（（.（

（0（（.（
（（（（.（
（（（（.（

（（（（.（
（（（（.（
（（（（.（
（（（（.（
（（（（.（
（（（（.（
（（（（.（
（（（（.（
（（（0.（
（（（（.（
（（（（.（
（（（（.（

（（（（.（
（（（（.（
（（（（.（
（（（（.（
（（（（.（
（（（（.0
（（（（.（

表（２）租税証券の発行高
（（00 万ライヒスマルク　各月末高）

Helmut Marcon, Arbeitsbeschaffungspolitik der Regierungen Papen und Schleicher, Frankfurt/M. 
（（（（, S. （（（.
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一
七
八　
（
一
七
八
）

理
論
に
名
を
借
り
て
、
そ
の
高
度
に
反
動
的
な
性
格
を
隠
蔽
し
よ

う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
退
け
）
（（
（
る
。
し

か
し
賃
銀
設
定
に
は
労
働
生
産
性
を
限
界
と
す
る
上
方
硬
直
性
が

働
く
か
ら
、
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
で
、
企
業
が
流
動
性
支
配

権
を
手
放
そ
う
と
せ
ず
、
物
価
は
低
下
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
状
況

下
に
、
予
定
さ
れ
た
協
約
賃
銀
を
維
持
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
ほ

う
が
む
し
ろ
不
合
理
で
あ
る
。

　

企
業
が
産
生
す
る
付
加
価
値
額
の
小
さ
か
ら
ざ
る
部
分
は
人
件

費
で
あ
る
か
ら
、
不
況
時
に
相
対
的
に
高
い
協
約
賃
銀
を
維
持
す

る
こ
と
は
、
そ
の
賃
銀
に
対
応
す
る
だ
け
の
労
働
生
産
性
を
発
揮

で
き
な
い
労
働
者
の
失
業
を
誘
発
し
、
そ
の
賃
銀
に
見
合
う
だ
け

の
生
産
性
を
発
揮
で
き
な
い
失
業
者
の
再
就
業
を
困
難
に
す
る
。

つ
ま
り
生
産
、
雇
用
、
貿
易
、
物
価
、
家
賃
が
逓
減
し
信
用
が
収

縮
す
る
世
界
恐
慌
下
（
マ
ク
ロ
経
済
の
持
続
的
な
縮
小
）
に
、
相

対
的
に
高
位
に
あ
る
協
約
賃
銀
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
失
業
者
や

時
短
労
働
者
を
バ
ッ
フ
ァ
ー
と
し
た
雇
用
の
保
護
に
他
な
ら
ず
、

必
ず
し
も
労
働
界
全
体
の
利
益
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

　

私
は
パ
ー
ペ
ン
が
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
政
の
議
会
政
治
や
経
済
民

主
主
義
に
敵
対
し
た
こ
と
を
否
定
し
な
い
が
、
栗
原
氏
は
彼
の
反

民
主
的
政
治
姿
勢
を
批
判
す
る
余
り
、
パ
ー
ペ
ン
計
画
が
経
済
政

策
と
し
て
の
理
論
的
妥
当
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
理
解
を
欠
く
。

し
た
が
っ
て
ま
た
山
口
定
氏
の
よ
う
に
、
パ
ー
ペ
ン
の
新
経
済
政

策
を
、
労
働
者
を
犠
牲
と
し
た
露
骨
な
景
気
振
興
策
で
あ
る
、
と

切
り
捨
て
る
の
も
一
面
的
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
）
（（
（
う
。
福
祉
・
失
業
・

年
金
・
健
康
・
住
宅
補
助
な
ど
ド
イ
ツ
の
社
会
移
転
支
出
（
再
分

配
支
出
）
は
当
時
と
し
て
は
過
大
で
、
一
九
三
〇
年
に
国
内
総
生

産
比
四
・
八
％
を
占
め
た
が
、
こ
れ
は
北
欧
諸
国
の
一
・
五
倍
、

英
国
の
二
倍
で
あ
）
（（
（
る
。

　

さ
ら
に
加
藤
栄
一
氏
は
「
パ
ー
ペ
ン
政
策
（
租
税
証
券
政
策
─

筆
者
註
）
も
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
策
と
同
様
に
資
本
主
義
の
自
動

回
復
力
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
た
」
た
め
に
、「
金
融
資
本
的

蓄
積
の
硬
直
性
と
い
う
障
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
挫
折
す
る
運
命
」
に

あ
っ
た
と
評
す
）
（（
（
る
。
氏
の
摘
記
は
「
金
融
資
本
」
を
も
っ
て
恐
慌

の
基
原
と
す
る
宇
野
派
の
原
理
論
に
立
脚
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
一
九
三
二
年
一
〇
月
か
ら
発
行
が
始
ま
っ
た
租
税
証
券
が
、

集
中
し
て
発
行
さ
れ
る
の
は
一
九
三
三
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る

（
表
２
）。
政
策
効
果
の
測
定
に
は
い
ま
少
し
慎
重
で
緻
密
な
分
析

が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
挫
折
す
る
運
命
云
々
と
決
め
付
け
る

の
は
、
原
理
論
の
法
則
性
を
先
験
的
に
適
用
す
る
も
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
ド
イ
ツ
の
民
間
企
業
は
獲
得
し
た
資
金
を
投
資
し
て
収

益
を
あ
げ
て
、
債
務
の
増
加
を
防
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ゆ
え

に
逃
げ
足
の
速
い
投
資
形
態
が
好
ま
し
く
、
租
税
の
雇
用
プ
レ
ミ



パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
雇
用
創
出
計
画

一
七
九　
（
一
七
九
）

ア
ム
付
証
券
化
は
、
企
業
に
と
っ
て
悪
い
話
で
は
な
い
。

　

租
税
証
券
は
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
府
に
お
い
て
は
未
だ
構
想
に

登
ら
な
か
っ
た
、
企
業
活
動
の
振
興
を
労
働
力
需
要
の
増
大
に
結

び
つ
け
る
政
策
減
税
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
政
府
の
失
業
対
策
は
、

こ
こ
に
き
て
現
実
的
選
択
肢
を
倍
加
さ
せ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
理
論
に

先
立
っ
て
総
需
要
管
理
と
い
う
革
新
的
発
想
が
計
画
策
定
者
の
識

閾
に
あ
っ
た
と
す
る
学
説
は
、
史
料
的
に
立
証
さ
れ
て
い
な
い
が
、

資
金
調
達
の
方
法
と
規
模
に
少
な
か
ら
ざ
る
制
約
が
課
せ
ら
れ
た

状
況
下
で
、
パ
ー
ペ
ン
計
画
が
雇
用
創
出
の
た
め
に
、
実
施
可
能

な
政
策
技
術
を
用
い
て
造
整
さ
れ
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。　

　

パ
ー
ペ
ン
政
策
（
租
税
証
券
）
に
つ
い
て
「
資
本
主
義
の
自
動

回
復
力
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
た
」
と
は
考
え
に
く
く
、
パ
ー

ペ
ン
計
画
は
な
お
小
規
模
で
、
ま
た
理
論
的
根
拠
を
も
っ
て
お
こ

な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
経
験
的
に
は
、
今
日
で
い

う
公
的
固
定
資
本
形
成
と
民
間
純
資
本
形
成
を
同
時
的
に
促
進
さ

せ
る
と
い
う
機
能
を
有
し
た
と
い
え
よ
う
。
規
模
の
点
で
不
充
分

で
あ
る
が
、
こ
の
ポ
リ
シ
ー
・
ミ
ッ
ク
ス
は
不
況
と
失
業
に
対
応

す
る
経
済
政
策
と
し
て
間
違
っ
て
い
な
い
と
思
う
。

（
Ⅲ
）　

緊
急
計
画

　

シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
は
組
閣
直
後
の
一
二
月
三
日
、
ゲ
ー
レ
ケ
を

新
設
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
雇
用
創
出
委
員
（Reichskom

m
issar für 

A
rbeitsbeschaffung

）
に
任
命
し
た
。
彼
は
諸
閣
僚
の
牽
制
を

受
け
つ
つ
も
し
だ
い
に
政
府
の
雇
用
創
出
政
策
を
リ
ー
ド
し
て
い

く
。
雇
用
創
出
委
員
業
務
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
雇
用
創
出
の
た
め

の
ラ
イ
ヒ
政
府
委
員
会
（
雇
用
創
出
委
員
会
）
に
は
、
内
閣
か
ら

首
相
と
労
働
・
財
務
・
経
済
各
大
臣
が
参
加
し
、
委
員
会
で
議
論

さ
れ
た
問
題
は
各
省
で
検
討
さ
れ
た
う
え
で
閣
議
に
か
け
ら
れ
、

雇
用
創
出
委
員
は
閣
議
に
出
席
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
雇
用
創
出

関
連
事
業
貸
付
申
請
の
う
ち
ラ
イ
ヒ
、
ラ
ン
ト
、
ラ
イ
ヒ
鉄
道
に

係
わ
る
も
の
は
同
委
員
が
所
管
し
、
そ
の
他
の
申
請
は
第
一
義
的

に
は
ラ
イ
ヒ
職
業
紹
介
失
業
保
険
庁
（Reichsanstalt für 

A
rbeitsverm

ittlung und A
rbeitslosenversicherung,

）
総

裁
、
ラ
ン
ト
労
働
局
（Landesarbeitsam

t

）
長
官
の
管
轄
と
な

る
が
、
こ
の
あ
と
雇
用
創
出
委
員
が
も
う
一
度
検
討
す
る
。
公
共

事
業
会
社
と
ド
イ
ツ
レ
ン
テ
ン
銀
行
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
ア
ン
シ
ュ
タ

ル
ト
（D

eutsche Rentenbank-K
reditanstalt 

以
下
Ｒ
Ｂ

Ｋ
）
は
雇
用
創
出
貸
付
の
分
配
を
決
定
す
る
が
、
同
委
員
は
こ
れ

に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
）
（（
（
た
。
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閣
議
で
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
支
持
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
雇

用
創
出
政
策
分
野
で
ゲ
ー
レ
ケ
の
有
す
る
権
限
は
か
な
り
大
き
か

っ
た
。
し
か
し
ゲ
ー
レ
ケ
の
主
張
す
る
公
共
事
業
に
よ
る
雇
用
創

出
に
は
、
イ
ン
フ
レ
を
懸
念
す
る
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
総
裁
ル
タ
ー

や
ラ
イ
ヒ
価
格
監
理
委
員
（Reichskom

m
issar für Pre-

isüberw
achung

）
ゲ
ル
デ
ラ
ー
（Carl Goerdeler

）
の
反
対

も
強
）
（（
（
く
、
雇
用
創
出
委
員
会
と
は
別
に
首
相
、
財
経
労
相
な
ど
か

ら
構
成
さ
れ
る
雇
用
創
出
閣
僚
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
委

員
会
は
雇
用
創
出
委
員
の
代
理
と
し
て
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
が
委
員

長
を
務
め
る
が
、
ゲ
ー
レ
ケ
は
加
わ
っ
て
い
な
）
（（
（
い
。
政
策
の
立
案

と
決
定
に
お
け
る
雇
用
創
出
ラ
イ
ヒ
委
員
の
立
場
は
、
首
相
の
支

持
を
前
提
に
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

同
日
、
地
方
向
け
雇
用
創
出
を
鶴
首
す
る
ド
イ
ツ
都
市
協
議
会

議
長
（D

er Präsident der D
eutschen Städtetages

）
ム
ー

レ
ル
ト
（O

skar M
urelt

）
は
、
首
相
に
対
し
て
地
方
自
治
体

の
失
業
給
付
財
政
の
窮
状
を
訴
え
、
地
域
的
雇
用
創
出
措
置
を
実

施
す
る
こ
と
、
失
業
救
済
事
業
を
組
織
的
財
政
的
に
一
体
化
し
て

地
方
自
治
体
が
ラ
イ
ヒ
委
託
業
務
と
し
て
救
済
事
業
を
実
施
す
る

こ
と
、
地
方
自
治
体
の
財
政
分
担
は
多
く
と
も
年
四
億
五
〇
〇
〇

万
Ｒ
Ｍ
と
す
る
こ
と
、
自
治
体
債
務
の
短
期
借
換
え
を
お
こ
な
う

こ
と
な
ど
を
要
請
し
）
（（
（
た
。

　

表
（
１
）
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
当
時
失
業
給
付
事
業
の

中
で
、
地
方
自
治
体
が
お
こ
な
う
福
祉
的
扶
助
の
受
給
者
が
急
増

し
て
お
り
、
ゲ
ー
レ
ケ
、
ム
ー
レ
ル
ト
の
指
摘
は
自
治
体
の
声
を

代
表
し
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
翌
年
一
月
二
一
日
に
は
、
労
働
組

合
総
同
盟
と
職
員
組
合
総
同
盟
の
代
表
者
も
ラ
イ
ヒ
大
統
領
と
会

談
し
、
二
五
〇
万
人
の
失
業
者
の
生
活
が
、
財
政
基
盤
の
弱
い
地

方
自
治
体
の
福
祉
局
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
現
状
を
憂
慮
し
、
地
方

公
共
事
業
に
よ
る
雇
用
創
出
計
画
の
実
施
を
要
請
し
）
（（
（
た
。

　

一
九
三
二
年
一
二
月
一
五
日
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
は
ラ
ジ
オ
演

説
で
「
我
ら
に
仕
事
を
」
と
い
う
国
民
の
声
に
「
私
は
大
統
領
に

ラ
イ
ヒ
雇
用
創
出
委
員
の
任
命
を
提
案
し
た
。
そ
の
任
務
は
あ
ら

ゆ
る
雇
用
機
会
を
探
る
こ
と
、
大
規
模
な
雇
用
創
出
計
画
を
策
定

す
る
こ
と
、
計
画
の
遂
行
を
監
督
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
委
員
は
官
僚
的
あ
る
い
は
、
そ
の
他
の
障
害
に
対
し
て

シ
ェ
パ
ー
ド
の
役
割
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
答
え

た
。
ま
た
首
相
は
「
農
業
移
住
は
雇
用
創
出
問
題
に
関
連
す
る
の

で
、
出
来
る
だ
け
早
急
に
な
る
べ
く
多
く
の
移
住
が
、
必
要
で
あ

る
と
い
う
点
で
政
府
は
一
致
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
失
業

者
を
東
プ
ロ
イ
セ
ン
、
グ
レ
ン
ツ
マ
ル
ク
、
ポ
メ
ル
ン
、
メ
ク
レ

ン
ブ
ル
ク
へ
の
農
業
移
住
に
よ
っ
て
吸
収
す
る
計
画
が
政
権
に
よ

っ
て
立
案
さ
れ
、
そ
れ
は
一
九
三
三
年
に
は
財
政
資
金
で
五
〇
〇



パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
雇
用
創
出
計
画

一
八
一　
（
一
八
一
）

〇
万
Ｒ
Ｍ
、
事
前
金
融
で
五
〇
〇
〇
万
Ｒ
Ｍ
の
資
金
を
も
っ
て
お

こ
な
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
移
住
面
積
は
四
地
方
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
万

モ
ル
ゲ
ン
（
Ｍ
）、
一
〇
万
Ｍ
、
二
八
万
Ｍ
、
一
二
万
Ｍ
に
な
る
、

と
具
体
性
を
も
っ
た
雇
用
創
出
計
画
を
国
民
に
公
約
し
）
（（
（
た
。

　

シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
雇
用
創
出
政
策
は
、
こ
の
首
相
演
説

に
従
っ
て
策
定
さ
れ
た
。
ま
ず
雇
用
創
出
委
員
会
が
立
て
た
緊
急

計
画
（Sofort Program

m

）
で
あ
る
が
、
そ
の
要
点
は
①
総
額

五
億
Ｒ
Ｍ
の
公
共
事
業
を
実
施
す
る
、
②
資
金
調
達
は
年
利
四
％

償
還
期
限
二
〇
年
の
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
再
割
引
適
格
手
形
に
よ
る

事
前
金
融
方
式
を
と
る
、
③
公
共
事
業
の
発
注
者
は
ラ
イ
ヒ
と
ラ

ン
ト
と
地
方
自
治
体
で
、
受
注
企
業
は
工
費
を
こ
の
手
形
で
受
け

取
る
、
④
手
形
引
受
機
関
は
公
共
事
業
会
社
と
Ｒ
Ｂ
Ｋ
と
し
同
手

形
は
第
一
級
の
債
権
担
保
貸
付
適
格
証
券
（lom

bardfähige 
Papiere

）
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
雇
用
創
出

手
形
で
あ
）
（（
（
る
。

　

こ
れ
ら
の
措
置
は
一
九
三
三
年
一
月
六
日
と
二
八
日
の
ラ
イ
ヒ

命
令
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
雇
用
創
出
事
業
の

事
業
者
は
ラ
イ
ヒ
、
ラ
ン
ト
、
市
町
村
・
市
町
村
連
合
と
ラ
イ
ヒ

鉄
道
、
ラ
イ
ヒ
郵
便
な
ど
公
営
企
業
で
あ
り
事
前
金
融
機
関
は
公

共
事
業
会
社
と
Ｒ
Ｂ
Ｋ
を
も
っ
て
当
て
、
財
政
に
よ
る
最
終
金
融

ま
で
の
貸
付
期
間
は
二
五
年
、
労
働
力
の
調
達
は
職
業
紹
介
失
業

保
険
庁
の
地
域
支
所
で
あ
る
労
働
局
の
就
業
斡
旋
に
よ
）
（（
（
る
。
事
業

の
資
金
総
額
は
五
億
Ｒ
Ｍ
、
全
額
雇
用
創
出
手
形
を
用
い
た
事
前

金
融
で
調
達
さ
れ
手
形
の
有
効
期
限
は
五
年
間
と
さ
れ
）
（（
（
た
。

　

ま
た
一
九
三
二
年
一
二
月
三
一
日
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
は
農
業

移
住
の
た
め
の
ラ
イ
ヒ
政
府
委
員
会
に
お
い
て
農
業
移
住
（
内
地

埴
民
）
と
東
部
救
済
を
と
り
あ
げ
、
救
済
資
金
に
も
と
づ
く
農
業

移
住
を
妨
げ
て
い
る
の
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
農
業
抵
当
銀
行

（Landw
irtschaftliche H

ypothekenbank

）
で
あ
る
と
い
う

認
識
を
示
し
た
。
首
相
は
失
業
対
策
の
一
環
と
し
て
農
業
移
住
を

推
進
す
る
こ
と
、
並
び
に
移
住
者
へ
資
金
提
供
を
お
こ
な
う
こ
と

で
閣
僚
の
諒
承
は
得
ら
れ
た
が
、
立
案
の
具
体
策
と
な
る
と
諸
閣

僚
と
も
提
案
を
躊
躇
し
た
。
ユ
ン
カ
ー
の
牙
城
で
あ
る
ラ
イ
ヒ
農

村
同
盟
（Reichslandbund

）
の
激
し
い
反
発
を
受
け
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
移
住
問
題
で
政
府
が
積
極
的
な
指

導
力
を
発
揮
す
べ
き
で
あ
る
、
と
明
言
し
た
の
は
ゲ
ー
レ
ケ
だ
け

で
あ
っ
）
（（
（
た
。

　

抵
当
力
の
な
い
土
地
に
農
業
抵
当
銀
行
か
ら
貸
出
し
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
こ
と
の
不
合
理
、
移
住
者
選
定
の
基
準
と
支
援
の
方

法
と
い
う
首
相
が
あ
げ
た
問
題
設
定
は
的
を
射
て
い
た
。
し
か
し

そ
れ
ゆ
え
解
決
に
は
「
政
治
的
困
難
」（
ヴ
ァ
ル
ム
ボ
ル
ト
経
済

相
）
を
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
に
よ
る
強
制
競
売
（
差
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押
え
）
は
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
が
為
そ
う
と
し
て
で
き
な
か
っ
た

「
道
」
で
あ
る
（
ク
ロ
ズ
ィ
ク
財
務
相
）
か
ら
、
そ
の
よ
う
な

「
直
接
的
な
道
」
を
と
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
（
ポ
ー
ピ
ッ

ツJohannes Popitz

無
任
所
相
）。
ミ
ュ
ラ
ー
内
閣
時
か
ら
農

業
移
住
を
含
め
東
部
救
済
を
め
ぐ
る
論
争
の
根
は
深
い
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
大
量
失
業
と
い
う
社
会
状
況
を
背
景
に
先
鋭
な
形
で

顕
れ
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
両
首
相
失
脚
の
要
因

の
ひ
と
つ
に
な
る
。
し
か
も
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
大
統
領
は
、
東
エ

ル
ベ
の
地
主
た
ち
の
影
響
を
受
け
や
す
い
ノ
イ
デ
ッ
ク
の
人
で
あ

っ
た
。

　

歳
が
あ
ら
た
ま
る
と
、
東
エ
ル
ベ
の
大
土
地
所
有
者
層
か
ら
の

農
業
移
住
に
対
す
る
懸
念
表
明
と
、
さ
ら
な
る
農
業
保
護
措
置
を

求
め
る
政
府
へ
の
陳
情
が
激
し
く
な
）
（（
（
る
。
一
九
三
三
年
一
月
二
四

日
の
雇
用
創
出
委
員
会
で
住
宅
修
繕
に
パ
ー
ペ
ン
計
画
か
ら
五
〇

〇
〇
万
Ｒ
Ｍ
を
、
都
市
近
郊
移
住
に
緊
急
計
画
資
金
か
ら
四
〇
〇

〇
Ｒ
Ｍ
を
各
々
充
当
さ
せ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
）
（（
（
が
、
こ
れ
が
シ
ュ

ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
最
後
の
雇
用
創
出
委
員
会
と
な
っ
た
。
シ
ュ
ラ

イ
ヒ
ャ
ー
退
陣
後
、
ゲ
ー
レ
ケ
は
ヒ
ト
ラ
ー
新
政
府
に
疎
ま
れ
三

月
に
失
脚
し
、
雇
用
創
出
委
員
会
も
六
月
に
解
散
し
）
（（
（
た
。

　

シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
政
権
の
雇
用
創
出
政
策
は
農
村
同
盟
の
抵
抗

を
排
し
て
農
業
移
住
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
直
接
的
雇
用

創
出
計
画
を
進
捗
さ
せ
た
こ
と
、
財
源
と
し
て
雇
用
創
出
手
形
と

い
う
裏
付
け
を
も
っ
た
こ
と
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
反
面
、
間
接

的
雇
用
創
出
計
画
に
は
得
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
が
、
二
カ
月
の

短
命
内
閣
で
は
至
し
か
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政

権
以
来
徐
々
に
整
済
さ
れ
て
き
た
、
手
形
金
融
を
用
い
た
ラ
イ
ヒ

に
よ
る
長
期
貸
付
と
い
う
資
金
調
達
方
法
の
完
整
に
よ
っ
て
、
政

府
は
雇
用
創
出
の
た
め
の
公
共
事
業
・
公
共
発
注
を
拡
張
し
て
い

く
具
体
的
蓋
然
性
を
漸
く
手
に
入
れ
た
。
緊
急
計
画
は
こ
の
の
ち

ナ
チ
ス
政
権
に
よ
っ
て
一
九
三
三
─
三
四
年
に
ほ
ぼ
計
画
通
り
実

施
さ
れ
、
事
前
金
融
方
式
に
よ
る
雇
用
創
出
事
業
は
第
三
帝
国
に

お
い
て
、
よ
り
大
規
模
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
）
（（
（
る
。

む
す
び

　

パ
ー
ペ
ン
内
閣
は
反
労
働
的
で
反
自
由
民
主
主
義
的
と
い
う
意

味
で
反
ワ
イ
マ
ー
ル
的
な
政
権
で
あ
っ
た
が
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ

内
閣
末
期
に
策
定
さ
れ
た
直
接
的
雇
用
創
出
計
画
を
発
展
的
に
受

け
継
い
だ
他
に
、
企
業
減
税
を
起
序
と
し
て
投
資
を
振
興
さ
せ
、

雇
用
増
加
に
つ
な
げ
る
間
接
的
雇
用
創
出
計
画
の
実
施
に
踏
み
込

ん
だ
こ
と
は
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
こ
れ
で
ラ
イ
ヒ
は
、
政
府
調
達

に
よ
る
直
接
的
（
公
的
固
定
資
本
形
成
）
と
企
業
活
動
振
興
に
よ

る
間
接
的
（
民
間
純
資
本
形
成
）
の
、
二
種
類
の
雇
用
創
出
政
策



パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
雇
用
創
出
計
画

一
八
三　
（
一
八
三
）

を
備
え
た
。
政
治
的
に
は
反
動
的
と
目
さ
れ
る
政
権
が
、
合
理
的

な
経
済
政
策
を
策
定
し
実
施
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

　

シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
は
公
共
事
業
や
農
業
移
住
に
よ
る
直
接

的
な
雇
用
創
出
に
意
欲
を
示
す
と
と
も
に
、
事
前
金
融
と
い
う
資

金
調
達
方
法
も
こ
の
内
閣
で
最
終
的
な
形
を
整
え
た
。
し
か
し
政

策
実
現
の
た
め
に
こ
の
政
権
に
与
え
ら
れ
た
時
間
は
、
パ
ー
ペ
ン

政
権
よ
り
も
一
層
少
な
か
っ
た
。
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
が
「
時
間
と

の
競
）
（（
（
争
」
を
制
し
て
、
政
府
が
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
会
議
の
あ
と
ま
で
継

続
し
て
い
た
ら
、
そ
し
て
会
議
で
賠
償
問
題
が
解
決
さ
れ
軍
備
平

等
権
が
獲
得
さ
れ
て
い
た
ら
、
彼
は
雇
用
創
出
計
画
を
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
）
（（
（
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
政
権
期
に
は
、

賠
償
問
題
は
帳
消
し
に
近
い
形
で
決
着
し
て
い
た
。
与
件
と
し
て

与
え
ら
れ
た
情
況
は
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
権
時
ほ
ど
厳
し
く
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
政
府
が
そ
れ
を
、
た
だ
ち
に
国
家
財
政
の
出

動
に
よ
る
不
況
対
策
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
難
し

い
。

　

パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
雇
用
創
出
計
画
は
、
ブ

リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
内
閣
が
着
手
し
た
小
規
模
な
雇
用
創
出
政
策
か
ら
、

ナ
チ
ス
政
府
が
実
施
し
た
、
国
家
信
用
の
創
造
に
よ
っ
て
資
金
調

達
さ
れ
た
大
胆
な
雇
用
創
出
政
策
へ
の
過
渡
期
に
あ
っ
た
。
そ
し

て
両
内
閣
と
も
そ
の
雇
用
創
出
効
果
が
、
ク
リ
オ
の
天
秤
に
載
せ

ら
れ
る
以
前
に
総
辞
職
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
効
果
と
い
う

観
点
で
こ
れ
ら
大
統
領
内
閣
の
雇
用
創
出
事
業
を
評
定
す
る
こ
と

は
、
歴
史
学
が
お
こ
な
う
適
切
な
評
価
方
法
で
は
な
い
。
国
際
環

境
が
変
化
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
府
と
同
様

に
パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
政
府
に
対
し
て
も
赤
字
国
債
の

発
行
、
ゼ
ロ
金
利
、
中
央
銀
行
当
座
預
金
の
残
高
引
上
げ
、
平
価

の
切
下
げ
な
ど
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
時
間
と
競
争

し
た
の
は
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
だ
け
で
は
な
い
、
彼
ら
に
は
ヒ
ト
ラ

ー
に
与
え
ら
れ
た
強
権
も
時
間
も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

事
業
内
容
か
ら
み
て
パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
に
お

い
て
作
処
さ
れ
た
雇
用
創
出
計
画
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
に
引
き
継

が
れ
た
。
ま
た
雇
用
創
出
資
金
の
調
達
の
た
め
に
、
ナ
チ
ス
政
権

下
で
大
規
模
に
展
開
さ
れ
た
事
前
金
融
方
式
も
こ
の
時
期
に
整
済

さ
れ
）
（（
（
た
。
世
界
恐
慌
期
ド
イ
ツ
の
雇
用
創
出
政
策
は
、
大
島
氏
が

指
摘
す
る
一
九
三
三
年
三
月
─
五
月
に
成
立
し
）
（（
（
た
と
い
う
よ
り
も
、

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
大
統
領
内
閣
期
に
成
立
し
た
と
み
な
し
た
方

が
適
切
で
あ
ろ
う
。
ナ
チ
ズ
ム
と
い
う
新
し
い
環
境
の
も
と
で
、

計
画
の
筐
体
は
変
わ
っ
た
が
、
業
体
の
基
本
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

（
小
稿
は
平
成
一
八
─
二
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究



史　
　
　

学　

第
八
一
巻　

第
一
・
二
号

一
八
四　
（
一
八
四
）

（C

）
一
般　

課
題
番
号（（（（0（（（

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
り
、
ド
イ
ツ
資
本
主
義
研
究
会
二
〇
一
一
年
度
一
二
月
例
会
報

告
「
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
大
統
領
内
閣
期
の
雇
用
創
出
計
画
」
を

構
成
す
る
一
部
で
あ
る
）

註（（
）　

大
島
通
義
「
雇
用
創
出
政
策
の
成
立
」
慶
應
大
学
『
三
田
学
会

雑
誌
』
第
六
七
巻
二
・
三
号　

一
九
七
四
年
、
一
五
頁
。

（
（
）　W

illi A
lbers (H

rsg.), H
andw

örterbuch der W
irtschaft

sw
issenschaft Bd. （ (（. A

ufl.), Stuttgart （（（（, S. （（（-（（（, S. 
（（（-（（（. H

einz Lam
pert, Jörg A

ltham
m

er, Lehrbuch der 
Sozialpolitik (（. A

ufl.), Berlin, H
eidelberg （00（, S. （（（-（（0. 

　
　

労
働
市
場
政
策
と
は
労
働
市
場
に
対
す
る
政
府
の
介
入
を
摘
要

し
て
い
う
用
語
で
あ
る
が
、
現
在
ド
イ
ツ
で
は
労
働
市
場
政
策
は

労
働
市
場
衡
平
政
策
（A

rbeitsm
arktausgleichpolitik

）、
労
働

市
場
調
節
政
策
（A
rbeitsm

arktordnungspolitik
）、
完
全
雇

用
政
策
（V

ollbeschäftigungspolitik

）
の
三
領
域
を
含
む
。
そ

れ
ぞ
れ
労
働
市
場
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
こ
と
、
雇
用
条
件
を
調

節
す
る
こ
と
、
高
度
雇
用
水
準
を
実
現
し
維
持
す
る
こ
と
を
政
策

課
題
と
す
る
（Lehrbuch der Sozialpolitik, S. （（（-（（（. 

）。

（
（
）　

サ
ム
エ
ル
ソ
ン
、
都
留
重
人
訳
『
経
済
学
（
上
）』（
原
書
一
三

版
）
岩
波
書
店　

一
九
九
二
年
、
四
三
─
四
八
頁
（
第
三
章
第
二

節
「
政
府
の
経
済
的
役
割
」）。

　
　

こ
の
過
程
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
で
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ

る
。
労
働
振
興
策
も
一
種
の
失
業
対
策
で
あ
る
が
、
た
ん
に
失
業

者
を
保
護
す
る
と
い
う
面
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
景
気
回

復
策
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
大
規
模
な
公
共
事
業
計
画

は
一
方
で
は
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
や
パ
ー
ペ
ン
の
景
気
政
策
が
失
敗

し
た
こ
と
、
他
方
で
は
失
業
救
済
制
度
が
破
綻
し
た
こ
と
か
ら
要

請
さ
れ
た
。
労
働
振
興
政
策
は
こ
の
二
系
列
の
政
策
を
自
己
の
う

ち
に
統
一
し
た
も
の
で
あ
る
。「
純
粋
な
失
業
救
済
制
度
」
は
失
業

に
対
す
る
事
後
処
理
と
い
う
点
で
社
会
政
策
の
一
環
で
あ
り
、
第

一
次
世
界
大
戦
前
の
「
古
典
的
」
時
期
の
「
帝
国
主
義
的
政
策
体

系
」
か
ら
「
国
家
独
占
資
本
主
義
的
政
策
」
へ
の
過
渡
的
政
策
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
労
働
振
興
政
策
は
た
ん
な
る
社
会
政
策
を

超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
国
家
独
占
資
本
主
義
的
政
策
体
系
」
の

核
心
を
な
す
フ
ィ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
の
本
格
的
展
開
を
告
げ
る

も
の
だ
っ
た
（
加
藤
栄
一
『
ワ
イ
マ
ル
体
制
の
経
済
構
造
』
東
京

大
学
出
版
会　

一
九
九
〇
年
、
四
五
四
頁
）。

　
　

私
は
「
帝
国
主
義
的
政
策
体
系
」
あ
る
い
は
「
国
家
独
占
資
本

主
義
的
政
策
体
系
」
と
い
う
概
念
装
置
で
、
研
究
対
象
を
考
察
し

た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
、
先
進
国
で
一

般
化
す
る
雇
用
創
出
政
策
・
完
全
雇
用
政
策
が
社
会
政
策
と
景
気

政
策
の
ふ
た
つ
の
出
自
を
も
つ
、
と
い
う
加
藤
氏
の
見
解
は
そ
の

通
り
で
あ
る
と
思
う
。

（
（
）　V

erordnung betreffend A
bänderung Reichsverordnung 

über Erw
erbslosenfürsorge vom

 （（. （. （（（（. V
om

 （（. （0. 
（（（（, in: R

eichsgesetzblatt (zit. R
G

Bl) Jg. （（（（, S. （（（（.

　
　

こ
の
の
ち
、
一
九
二
七
年
七
月
一
六
日
に
公
布
さ
れ
た
職
業
紹

介
失
業
保
険
法
第
二
四
三
条
に
よ
り
生
産
的
失
業
扶
助
事
業
は
ラ



パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
雇
用
創
出
計
画

一
八
五　
（
一
八
五
）

イ
ヒ
職
業
紹
介
失
業
保
険
庁
の
所
管
と
な
っ
た
（Gesetz über 

A
rbeitsverm

ittlung und A
rbeitslosenversicherung. V

om
 

（（. （. （（（（, in: R
G

Bl Jg. （（（（ T
eil I, S. （（（. 

）。

（
（
）　Produktive Erw

elbslosenfürsoge Bd. （-（ (（（（（-（（（0), 
in: B

undesarchiv (zit. B
A

) B
erlin-L

ichterfelde, 
R（（0（/（（（（（. 

（
（
）　M

ichael W
olffsohn, Industrie und H

andw
erk im

 K
on

flikt m
it staatlicer W

irtschaftspolitik?, Berlin （（（（, S. （（. 

（
（
）　W

ilhelm
 Grotkopp, D

ie G
rosse K

rise, D
üssldorf （（（（. 

S. （（-（（. Gerhard K
roll, V

on der W
eltw

irtschaftskrise zur 
Staatskonjunktur, Berlin （（（（, S. （（（-（（（. 

栗
原
優
「
ブ
リ
ュ

ー
ニ
ン
グ
の
経
済
政
策
」『
歴
史
学
研
究
』
二
九
四
号　

一
九
六
四

年
、
二
三
─
二
四
頁
。
同
『
ナ
チ
ズ
ム
体
制
の
成
立
』
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房　

新
装
一
九
九
七
年
、
三
八
六
─
三
八
七
頁
。

（
（
）　

原
信
芳
「
両
大
戦
間
期
デ
フ
レ
政
策
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」
滝

田
毅
編
『
転
換
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
』
南
窓
社　

一
九
九
七

年
。
同
「
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
内
閣
の
雇
用
創
出
計
画
」
社
会
経
済

史
学
会
第
八
〇
回
全
国
大
会
自
由
論
題
報
告　

二
〇
一
一
年
五
月

四
日
、
立
教
大
学
。

（
（
）　

公
共
事
業
会
社
の
融
資
事
業
額
は
一
九
三
〇
年
度
（
三
〇
年
八

月
─
三
一
年
三
月
）
五
〇
二
六
万
Ｒ
Ｍ
、
三
一
年
度
七
一
六
六
万

Ｒ
Ｍ
に
対
し
て
三
二
年
度
に
は
四
億
三
七
一
〇
万
Ｒ
Ｍ
と
急
増
し

た
（
大
島　

前
掲
論
文
、
一
六
頁
）。

（
（0
）　

大
島　

前
掲
論
文
、
三
二
─
三
五
頁
。
栗
原　

前
掲
書
、
四
五

〇
─
四
五
三
頁
。

（
（（
）　Grotkopp, a.a.O

., S. （（（-（（（. K
roll, a.a.O

., S. （0（-
 （（（. 

W
olffsohn, a.a.O

., S. （（-（（. 

（
（（
）　H
elm

ut M
arcon, A

rbeitsbeschaffungspolitik der R
egier

ungen Papen und Schleicher, Frankfurt/M
. （（（（, S. （0（, 

S. （（（-（（（. 

（
（（
）　Grotkopp, a.a.O

., S. （（. K
roll, a.a.O

., S. （（（-（（0. W
olffsohn, 

a.a.O
., S. （（-（0（. M

arcon, a.a.O
., S. （（（-（（（. 　

大
島　

前

掲
論
文
、
三
六
─
三
九
頁
。

（
（（
）　B

ernhard Schäfers, W
olfgang Zapf (H

rsg.), H
and

w
örterbuch zur G

esellschaft D
eutschlands (（. A

ufl.), O
p-

laden （00（, S. （（-（（. 

（
（（
）　H

andw
örterbuch der W

irtschaftsw
issenschaft Bd （, S. 

（（（-（（（. Lehrbuch der Sozialpolitik, S. （（（-（（0. 

（
（（
）　M

inisterbesprechung vom
 （（. （. （（（（, in: A

kten der 
R

eichskanzlei W
eim

arer R
epublik. D

as K
abinett von 

Papen Bd. （, S. （0（-（0（. 

（
（（
）　

木
谷
勤
「
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
ク
の
内
地
植
民
政
策
と
そ
の
失
脚

（
一
）」『
史
学
雑
誌
』
第
七
五
編
一
二
号　

一
九
六
六
年
、
一
〇
頁
。

同
「
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
ク
の
内
地
植
民
政
策
と
そ
の
失
脚
（
二
）」
同

誌
第
七
六
編
一
号　

一
九
六
七
年
、
五
八
頁
。

（
（（
）　D

er Reichskanzler an den Reichsm
inister für Ernär-

ung und Landw
irtschaft, Lausanne （（. （. （（（（, in: D

as 
K

abinett von Papen Bd. （, S. （0（-（0（. 
（
（（
）　D

er D
eutsche Industrie-und H

andelstag an den Rei-
chskanzler, （（. （. （（（（, in: D

as K
abinett von Papen Bd. （ 

S. （（（. 

（
（0
）　D

er Reichskanzler an den Reichsm
inister für Ernähr-



史　
　
　

学　

第
八
一
巻　

第
一
・
二
号

一
八
六　
（
一
八
六
）

ung und Landw
irtschaft, Lausanne （（. （. （（（（, in: D

as 
K

abinett von Papen Bd. （, S. （（（-（（（. D
er Reichsm

inister 
für Ernährung und Landw

irtschaft an den Reichskanzler 
z. Z. in Lausanne （（. （. （（（（, in: E

benda, S. （（（-（（（. 
M

inisterbesprechung vom
 （（. （. （（（（, in: E

benda, S. 
（（（-（（（. 

（
（（
）　A

ufzeichnung Grieser, in: BA
 Berlin-Lfd, R（（0（/（0（（（. 

（
（（
）　M

inisterbesprechung vom
 （（. （. （（（（, in: D

as K
abinett 

von Papen Bd. （, S. （（（-（（（. 

（
（（
）　

大
島　

前
掲
論
文　

二
八
頁
。

（
（（
）　M

inisterbesprechung vom
 （（. （. （（（（, in: D

as K
abinett 

von Papen Bd. （, S. （（（-（（（. 

（
（（
）　

大
島　

前
掲
論
文　

二
九
頁
。

（
（（
）　

大
島　

前
掲
論
文　

二
九
頁
。

（
（（
）　M

inisterbesprechung vom
 （（. （. （（（（, （（: （0 U

hr, in: 
D

as K
abinett von Papen Bd. （, S. （（（-（（（. 

（
（（
）　M

inisterbesprechung vom
 （（. （. （（（（, （（: （0 U

hr, in: 
D

as K
abinett von Papen Bd. （, S. （（（-（（0. 

（
（（
）　V

erordnung des Reichspräsidenten zur Belebung der 
W

irtschaft. V
om

 （. （. （（（（, in: R
G

B
l Jg. （（（（ T

eil I S. 
（（（-（（（. K

arl Schiller, A
rbeitsbeschaffung und 

Finanzierung in D
eutschland, Berlin （（（（, S. （（-（（. 

（
（0
）　Plan des Reichsfinanzm

inisters zur Entlastung der 
W

irtschaft durch A
usgabe von Steueranrechnungsschei

nen, （（. （. （（（（, in: D
as K

abinett von P
apen B

d. （, S. 
（（（-（（（. 

（
（（
）　

大
島　

前
掲
論
文　

三
二
頁
。

（
（（
）　

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
首
相
、
ス
ノ
ー
デ
ン
財
務
大
臣
は
均
衡
財
政
政

策
を
と
り
、
積
極
的
な
雇
用
政
策
は
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
し
（
入

江
節
次
郎
、
高
橋
哲
雄
編
『
講
座
・
西
洋
経
済
史
（
四
）
大
恐
慌

前
後
』
同
文
舘　

一
九
八
〇
年
、
一
六
八
頁
）、
フ
ー
ヴ
ァ
ー
大
統

領
の
財
務
長
官
メ
ロ
ン
の
恐
慌
解
決
策
は
、
労
働
を
清
算
し
、
株

式
を
清
算
し
、
農
家
を
清
算
し
、
不
動
産
を
清
算
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
（
Ｂ
・
Ｍ
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
、
地
主
敏
樹
、
重
富
公
生
、

佐
々
木
豊
訳
『
経
済
成
長
と
モ
ラ
ル
』
東
洋
経
済
新
報
社　

二
〇

一
一
年
、
二
〇
七
頁
）。

（
（（
）　V

erordnung des Reichspräsidenten zur Belebung der 
W

irtschaft. V
om

 （. （. （（（（. in: R
G

B
l Jg. （（（（ T

eil I, S. 
（（（-（（（. V

erordnung zur V
erm

ehrung und E
rhaltung 

der A
rbeitsgelegenheit. V

om
 （. （. （（（（, in: R

G
B

l Jg. 
（（（（ T

eil I, S. （（（-（（（. 

（
（（
）　A

ufzeichnung des M
inisterialrats Feßler über eine 

B
esprechung m

it dem
 Präsidenten des D

eutschen 
Landgem

eindetages Gereke, （. （. （（（（, in: D
as K

abinett 
von Papen Bd. （, S. （（（-（（（. 

（
（（
）　M

inisterbesprechung vom
 （. （（. （（（（, in: D

as K
abinett 

von Papen Bd. （, S. （（（-（（（. 

（
（（
）　

塚
本
健
『
ナ
チ
ス
経
済
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
六
四
年
、

二
五
六
─
二
六
〇
頁
。

（
（（
）　M

inisterbesprechung vom
 （（. （（. （（（（, in: D

as K
abinett 

von P
apen Bd. （, S. （（（-（（（. M

inisterbesprechung vom
 

（（. （（. （（（（, in: E
benda Bd. （, S. （0（（. 



パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
雇
用
創
出
計
画

一
八
七　
（
一
八
七
）

（
（（
）　T

agebuchaufzeichnung des Reichsfinanzm
inisters über 

Beratungen zur Regierungsbildung, （（. （（. （（（（, in: D
as 

K
abinette von Papen Bd. （, S. （0（0. 

（
（（
）　Reichsfinanzm

inisterium
 “D

ie A
rbeitsbeschaffungsm

a-
ß

nahm
en der R

eichsregierung （（（（ bis （（（（ ”, in: BA
 

K
oblenz (jetzt B

A
 B

erlin-Lfd), R
（/（（（（（. 　

Schiller, 
a.a.O

., S. （（（. 

（
（0
）　G

rotkopp, a.a.O
., S. （（（-（（（. K

roll, a.a.O
., S. （0（-

 

（0（. W
olffsohn, a.a.O

., S. （（. 

（
（（
）　

栗
原　

前
掲
書 

、
四
五
二
─
四
五
三
頁
。

（
（（
）　

山
口
定
「
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
政
の
崩
壊
」　
『
岩
波
講
座
・
世
界

歴
史
二
七
』
岩
波
書
店　

一
九
七
一
年
、
四
七
三
頁
。

　
　

栗
原
氏
、
山
口
氏
の
所
見
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
ボ
ル
ヒ
ャ
ル

ト
論
争
で
あ
る
。
賃
銀
に
関
す
る
ボ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
の
説
明
を
要
約

す
れ
ば
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
賃
銀
は
相
対
的
に
高
か
っ
た
、

そ
れ
が
企
業
の
投
資
と
成
長
に
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
高
い
失
業
率
の

原
因
に
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ボ
ル
ヒ

ャ
ル
ト
批
判
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
で
は
賃
銀
の
上
昇
は
生
産

性
の
向
上
よ
り
は
相
対
的
に
低
位
に
あ
り
、
成
長
の
阻
害
要
因
は

外
資
導
入
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
高
利
子
率
で
あ
る
、
と
反
論
し

た
。

　
　

高
賃
銀
が
資
本
形
成
の
促
進
と
経
済
成
長
を
妨
げ
、
そ
の
結
果
、

失
業
を
生
じ
た
と
い
う
ボ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
の
指
摘
は
、
経
済
現
象
の

因
果
関
係
の
説
明
と
し
て
お
か
し
く
な
い
。
ボ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
批
判

の
挙
げ
る
高
利
子
率
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
高
賃
銀
と
高
利
子
率

が
資
本
形
成
の
促
進
を
妨
げ
、
経
済
成
長
に
下
振
効
果
を
も
た
ら

す
蓋
然
性
は
と
も
に
認
め
ら
れ
、
ど
ち
ら
が
ド
イ
ツ
経
済
の
資
本

形
成
に
よ
り
ド
ミ
ナ
ン
ト
・
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
影
響
を
与
え
た
の
か

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
さ
い
容
易
に
確
定
で
き
そ
う
に
な
い
。

　
　

そ
こ
で
こ
の
論
議
は
ひ
と
ま
ず
擱
く
と
し
て
も
、
パ
ー
ペ
ン
内

閣
期
に
は
世
界
恐
慌
下
の
生
産
不
振
と
大
量
失
業
が
、
ド
イ
ツ
経

済
に
と
っ
て
所
与
の
前
提
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
物
価
や
家
賃

が
低
下
す
る
状
況
の
も
と
で
、
協
約
賃
銀
を
引
き
下
げ
る
こ
と
は

経
済
的
に
不
合
理
な
こ
と
で
は
な
い
。
賃
銀
と
物
価
に
関
す
る
コ

ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
協
約
は
、
眼
下
の
経
済
状
態
に
応
じ
て
弾
力
的

に
運
用
さ
れ
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
（
前
掲
拙
稿
「
両
大
戦
間

期
デ
フ
レ
政
策
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」
一
九
八
─
二
一
〇
頁
）。
た

だ
し
、
パ
ー
ペ
ン
政
府
が
協
約
賃
銀
の
引
下
げ
を
お
こ
な
っ
た
こ

と
に
政
治
的
な
意
味
合
い
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
別
の
問
題
と

し
て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）　Peter Lindert, G

row
ing Public. Social Spending and 

E
conom

ic G
row

th since the E
ighteenth C

entury V
ol. （, 

Cam
bridge U

P （00（, pp. （（-（（. 

（
（（
）　

加
藤　

前
掲
書　

四
四
八
頁
。

（
（（
）　A

llgem
eine V

erw
altungssachen, D

ienstausw
eise der 

R
eichskom

m
issar für A

rbeitsbeschaffung B
d. （ D

ez. 
（（（（-A

pr. （（（（, in: BA
 Berlin-Lfd, R（（0（/（（00. 

（
（（
）　M

arcon, a.a.O
., S. （（（. 

（
（（
）　M

arcon, a.a.O
., S. （（（. 

（
（（
）　D

er Präsident des D
eutschen Städtetages M

urelt an 
den Reichskanzler, （. （（. （（（（, in: A

kten der R
eichskan

zlei W
eim

arer R
epublik. D

as K
abinett von Schleicher, S. 



史　
　
　

学　

第
八
一
巻　

第
一
・
二
号

一
八
八　
（
一
八
八
）

（. 
（
（（
）　Em

pfang von V
ertretern des A

llgem
enen D

eutschen 
G

ew
erkschaftsbundes und des A

llgem
einen F

reien-
A

ngestellten-Bundes beim
 Reichspräsidenten, （（. （. （（（（, 

in: D
as K

abinett von Schleicher, S. （（（-（（（. 

（
（0
）　Rundfunkrede des Reichskanzlers, （（. （（. （（（（, in: D

as 
K

abinett von Schleicher, S. （0（-（0（. 

（
（（
）　Sitzung des A

usschu ßes der Reichsregierung für 
A

rbeitsbeschaffung, （（. （（. （（（（, in: D
as K

abinett von 
Schleicher, S. （（（-（（（. A

ufzeichinung des Reichsbankprä-
sidenten über eine B

esprechung in der R
eichsbank 

betreffend A
rbeitsbeschaffungsprogram

m
, （（. （（. （（（（, 

in: E
benda, S. （（（-（（0. Sitzung des A

usschu ß
es der 

Reichsregierung für A
rbeitsbeschaffung, （（. （（. （（（（, in: 

E
benda, S. （（（-（（（. Rundfunkrede des Reichskom

m
isars 

für A
rbeitsbeschaffung Gereke, （（. （（. （（（（, in: E

benda, 
S. （（（-（（0. 

（
（（
）　D

urchführungsbestim
m

ungen zur A
rbeitsbeschaffung. 

V
om

 （. （. （（（（, in: R
G

Bl Jg. （（（（ T
eil I, S. （（-（（. 

（
（（
）　V

erordnung der Reichspräsidenten über finanzielle 
M

aß
nahm

en auf dem
 G

ebiet der A
rbeitsbeschaffung. 

V
om

 （（. （. （（（（, in: R
G

Bl Jg. （（（（ T
eil I, S. （（. 

（
（（
）　Sitzung des A

usschu ßes der Reichsregierung für 
ländliche Siedlung, （（. （（. （（（（, in: D

as K
abinett von 

Schleicher, S. （（0-（（（. 

（
（（
）　D

er Präsidennt und der Geschäftsführende D
irektor 

des R
eichs-Landbundes an den R

eichsm
inister für 

E
rnährung und Landw

irtschaft, （. （. （（（（, in: D
as 

K
abinett von Schleicher, S. （（（-（（（. D

er Präsident der 
Landw

irtschaftskam
m

er Pom
m

ern von F
lem

m
ing-

Paatzig an den Reichskanzler, （. （. （（（（, in: E
benda, S. 

（（（-（（（. E
m

pfang des P
räsidium

s des R
eichs-

Landbundes durch den Reichapräsidenten, （（. （. （（（（, in: 
E

benda, S. （0（-（0（. Besprechung des Reichskanzlers, des 
Reichsernährungsm

inisters und des Reichsw
irtschaftsm

i
nisters m

it V
ertreten des R

eichs-Landbundes unter 
V

orsitz des Reichspräsidenten, （（. （. （（（（, in: E
benda, S. 

（0（-（（（.

（
（（
）　Sitzung des A

usschußes der Reichsregierung für A
r-

beitsbeschaffung, （（. （. （（（（, in: D
as K

abinett von 
Schleicher, S. （（（-（（（. 

（
（（
）　M

arcon, a.a.O
., S. （（（-（（（. 

（
（（
）　“D

ie A
rbeitsbeschaffungsm

aßnahm
en der Reichsr-

egierung （（（（ bis （（（（ ”, in: BA
 Berlin-Lfd, R（/（（（（（. 

Schiller, a.a.O
., S. （（. 

（
（（
）　W

illiam
 Patch, H

einrich Brüning and the D
issolution 

of the W
eim

ar R
epublic, Cam

bridge U
P （（（（, pp（（（-（（（. 

（
（0
）　W

olfgang H
eibich, D

ie Reparationen in der Ä
ra Brüning, 

B
erlin （（（（, S. （（-（（. A

lbrecht R
itschl, D

eutschlands 
K

rise und K
onjunktur 19241934, Berlin （00（, S. （（（. 

（
（（
）　“D

ie A
rbeitsbeschaffungsm

aßnahm
en der Reichsr-

egierung （（（（-（（（（ ”, in: BA
 Berlin-Lfd, R（/（（（（（. K

arl 



パ
ー
ペ
ン
、
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
内
閣
の
雇
用
創
出
計
画

一
八
九　
（
一
八
九
）

Schiller, a.a.O
., S. （0（-（（（. 

（
（（
）　

大
島　

前
掲
論
文
、
三
九
─
四
四
頁
。


